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投　票　方　法

広報
◆衆議院議員選挙
◆最高裁判所裁判官国民審査

選挙
特集号

　次の２つの選挙によって議員を選びます。
●小選挙区選挙
　候補者氏名を投票用紙（あさぎ色）に書い
て投票します。1人の候補者を選びます
（板橋区は区割りにより東京都第１１区と１２
区に分かれます）。
●比例代表選挙
　政党などの名称を投票用紙（ピンク色）に
書いて投票します。各政党等の得票数に応
じて議員が選出されます（東京都全域で東
京都選挙区となり、定数は１７人です）。

　辞めさせた方がよいと思う裁判官には、
その氏名の上の欄に×印を記入してくださ
い。辞めさせなくてよいと思う裁判官には、
何も記入しないでください（投票用紙：う
ぐいす色）。

●対象＝令和３年10月18日時点で、次の
両方の要件を満たす方

●日本国籍を有し、平成15年11月１日以
前に生まれた
●令和３年７月18日までに板橋区へ転入
の届出をし、引き続き３か月以上、板橋
区に住民登録されている

●板橋区内で転居した方の投票所
●令和３年１０月５日までに転居届を出し
た方…新住所地の投票所

●令和３年１０月６日以降に転居届を出し
た方…前住所地の投票所

●投票日までに板橋区外へ転出した場合
●板橋区外へ転出した方…板橋区の選挙人
名簿に登録されていて、転出先の住所地
で選挙人名簿に登録されていない方は、
板橋区での投票となります※板橋区外へ
転出した方のうち、板橋区で住民票が作
成された日から引き続き３か月以上、住
民登録されていた方で、板橋区の選挙人
名簿へ登録される前に転出し、新住所地
の住民登録期間が３か月未満の方は、板
橋区の選挙人名簿に登録され、板橋区で
の投票となります。※該当者には、「投票
所のお知らせ」をお送りします。

最高裁判所裁判官国民審査

衆議院議員選挙

※投票は、最初に衆議院（小選挙区選出）議員選
挙、次に衆議院（比例代表選出）議員選挙・最
高裁判所裁判官国民審査（投票用紙は同時交付）
の順になります。

※８時３０分～２０時

●令和３年７月１９日以降に板橋区へ転入の
届出をした場合

　板橋区では投票できません。前住所地の
選挙人名簿に登録されていれば、投票でき
る場合があります。前住所地の選挙管理委
員会にお問い合わせください。

　平成２９年６月に公職選挙法等の一部が
改正され、舟渡１～４丁目（第４１投票区）
及び新河岸１・２丁目（第６１投票区）の区
域について衆議院小選挙区の区割りが、東
京都第１１区から東京都第１２区に変更され
ました。
　これにより、前回の衆議院議員選挙から
東京都第１２区の地域の有権者の皆様にご
利用いただける期日前投票所の受付場所が
他の選挙と異なり下記の３か所となってい
ます。
①イベントスクエア（区役所１階）
　とき１０月２０日（水）～３０日（土）
②舟渡ホール
　とき１０月２４日（日）～３０日（土）
③高島平地域センター
　とき１０月２４日（日）～３０日（土）

投　票　方　法 投 票 要 件 や 投 票 所 の ご 確 認 を投 票 要 件 や 投 票 所 の ご 確 認 を

引っ越しした方はご注意ください

投票要件

衆議院小選挙区の区割りについて

問合せ
板橋区選挙管理委員会事務局

☎3579ー2681

衆議院議員選挙
最高裁判所裁判官国民審査
衆議院議員選挙
最高裁判所裁判官国民審査

【問合せ】　板橋区選挙管理委員会事務局　3579－2681
10月19日（火）公 示 日

投票日時

10月31 7 20日 時時～日

令和２年度　板橋区明るい選挙啓発ポスターコンクール優秀賞
中学生の部　小實 舞羽さん（受賞時 板橋区立板橋第二中学校 ３年）の作品

発行/板橋区  編集/選挙管理委員会事務局
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「投票所のお知らせ」を
お送りします

選挙公報を全戸配布します

公営ポスター掲示場を
設置します

　世帯ごとに封書でお送りしますので、氏
名・住所をご確認のうえ、投票の際にお持
ちください。また選挙期日の決定から選挙
公示日までの期間が短いため、「お知らせ」
を公示日の１０月１９日以降に配達します。
なお、届かない・紛失した場合でも、板橋
区の選挙人名簿に登録されていれば投票で
きます。投票の際、投票所係員にお申し出
ください。
※改修工事などのため、投票所出入口や各
施設内で投票場所が変更になる場合があ
ります。

　１０月２９日（金）までに全戸配布します。
届かない場合は、お問い合わせください。
※区役所・各地域センター・各区民事務
所・区立各図書館・各期日前投票所・区
ホームページでもご覧になれます。
※点字版・音声版を希望する場合は、お問
い合わせください。

　衆議院（小選挙区選出）議員の候補者の選
挙運動用として、公営ポスター掲示場を設
置します。
※掲示場を壊したり、ポスターを破いたりすると
罰せられます。
※掲示場前の駐車・駐輪はご遠慮ください。

※東京都第１２区（新河岸１・２丁目及び舟渡
１～４丁目の地域）

▶とき・ところ
●１０月２０日（水）～１０月３０日（土）
　イベントスクエア（区役所１階）
●１０月２４日（日）～１０月３０日（土）
仲町ふれあいセンター、富士見・大谷
口・志村坂上・蓮根・高島平の各地域セ
ンター、教育科学館、きたの・舟渡の各
ホール、成増アクトホール、エコポリス
センター、赤塚支所

※８時３０分～２０時
▶対象＝仕事・用事・通院などで、投票日
当日に投票できない方
▶投票方法＝「投票所のお知らせ」裏面の
請求書欄に必要事項を記入のうえ持参くだ
さい。

●指定病院等投票
　指定の病院などに入院（所）中で、投票日
当日に投票できない方は、入院（所）先の施
設で投票できます。詳しくは、各施設にお

問い合わせください。
●郵便等投票
　重度の障がいがあり、郵便等投票証明書
をお持ちの方は、１０月２７日（水）１７時まで必
着で、投票用紙などをご請求ください。
●滞在地投票
　仕事・旅行などで板橋区外に滞在してい
る方は、滞在地の区市町村選挙管理委員会
などで投票できます。詳しくは、お問い合
わせください。
●特例郵便等投票
　新型コロナウイルス感染症により療養等
をされている方で、一定の要件を満たす場
合、郵便により投票をすることができます。
詳しくは、お問い合わせください。

　板橋区の在外選挙人名簿に登録されてい
る方は、一時帰国の際、期日前投票所（区
役所イベントスクエアのみ）又は投票日当
日に衆議院小選挙区が東京都第１１区の方は
板橋第一中学校、東京都第１２区の方は舟
渡小学校で投票できます。
　投票の際には在外選挙人証を必ずお持ち
ください。

期日前投票所

不在者投票制度

在外投票をご利用ください

投票日当日に投票所へ行けない方は
期日前投票や不在者投票などの方法で投票できます

票できます。詳しくは、各施設にお

感染症対策へのご協力をお願いします感染症対策へのご協力をお願いします

広報　いたばし　 令和3年（２０２1年）１０月１６日（土）

投票所における感染症対策

投票日当日、投票所に投票者が集中することを避けるため、期日前投票を
利用するなどして、分散にご協力ください。なお、感染症予防で期日前投
票を行う場合は「当日投票に行けない」事由について「６天候・天災等」
を選択してください。

午前中の早い時間帯は、比較的混み合わない傾向にあります。

期日前投票最終日（土曜日）は、混雑が予想されます。期日前投票

当 日 投 票

混雑する日・時間帯を避けて投票しましょう

定期的に記載台
や鉛筆等の消毒
を行います。

投票管理者・立会人、
職員、従事者等はマ
スクを着用します。

投票所にはアルコール
消毒液を設置し、定期
的に換気を行います。

ご持参の筆記用具でも
記入できますが、使い
捨てのスティックペン
も用意しています。

１１月１日
（月）

１０月３１日
（日）

１０月３０日
（土）

利用不可

会議室

第１・第２武道場

室内競技場

施設

トレーニング
ルーム

温水プール

利用不可

団体
貸切

１２時
から
一般
公開

　選挙の開票会場となるため、施設利用を一部休
止します（下表参照）。

と き

ところ・
問合せ

１０月３０日（土）～１１月１日（月）
上板橋体育館
☎５３９９－６５０１〈第２月曜休館〉

《選挙に伴う上板橋体育館の利用変更》

選挙に伴う
上板橋体育館施設利用の一部休止

夜
間

一
般
公
開

午
後

午
前

夜
間

午
後

午
前

夜
間

午
後

午
前

投票者の皆さまにお願いする感染症対策

●周りの方と距離を保つ
●来所前後の手洗い
●マスク着用・咳エチケット

期日前投票所の混雑
状況をリアルタイム
で確認できます

せき
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10月31日㈰は衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票日です
　投票時間は７時～20時です。各投票所で、感染防止対策に取り組んでいますので、マスク着
用・手指消毒などにご協力をお願いします。投票日当日に投票できない方は、期日前投票をご
利用ください。

板橋区選挙管理委員会事務局
☎3579－2681問　合
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